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電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）

（
主
任
技
術
者
の
選
任
等
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
当
該
各

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
当
該
各

号
に
定
め
る
事
業
場
の
う
ち
、
当
該
自
家
用
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持

号
に
定
め
る
事
業
場
の
う
ち
、
当
該
自
家
用
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持

及
び
運
用
に
関
す
る
保
安
の
監
督
に
係
る
業
務
（
以
下
「
保
安
管
理
業
務

及
び
運
用
に
関
す
る
保
安
の
監
督
に
係
る
業
務
（
以
下
「
保
安
管
理
業
務

」
と
い
う
。
）
を
委
託
す
る
契
約
（
以
下
「
委
託
契
約
」
と
い
う
。
）
が

」
と
い
う
。
）
を
委
託
す
る
契
約
（
以
下
「
委
託
契
約
」
と
い
う
。
）
が

次
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
と
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

次
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
と
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
（
事
業
場
が
一
の

て
、
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
（
事
業
場
が
一
の

産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
所
在
地
を

産
業
保
安
監
督
部
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
次
項
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第

管
轄
す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
。
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

二
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
並
び
に
発

五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
を
受
け
た
も
の
並
び
に
発
電
所
、
変
電

電
所
、
変
電
所
及
び
送
電
線
路
以
外
の
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
鉱

所
及
び
送
電
線
路
以
外
の
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
鉱
山
保
安
法
が

山
保
安
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
の
み
に
係
る
前
項
の
表
第
三
号
又
は
第
六

適
用
さ
れ
る
も
の
の
み
に
係
る
前
項
の
表
第
三
号
又
は
第
六
号
の
事
業
場

号
の
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
主
任
技

に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
主
任
技
術
者
を
選
任

術
者
を
選
任
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

３

出
力
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
水
力
発
電
所
（
自
家
用
電
気
工
作
物
で

（
新
設
）

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
第
一
項
の
表
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ

る
事
業
場
の
う
ち
、
当
該
水
力
発
電
所
の
保
安
管
理
業
務
の
委
託
契
約
が

次
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
と
締
結
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ダ
ム
水
路
主
任
技
術

者
を
選
任
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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４

（
略
）

３

（
略
）

第
五
十
二
条
の
二

前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
五
十
二
条
の
二

前
条
第
二
項
の
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者

げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

一

個
人
事
業
者
（
事
業
を
行
う
個
人
を
い
う
。
）

一

個
人
事
業
者
（
事
業
を
行
う
個
人
を
い
う
。
）

イ

前
条
第
二
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付

イ

電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

を
、
同
条
第
三
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
免
状

の
交
付
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
て
い
る
こ
と
。

ロ
～
へ

（
略
）

ロ
～
へ

（
略
）

二

法
人

二

法
人

イ

前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
事
業
場
（
以
下

イ

前
条
第
二
項
の
承
認
の
申
請
に
係
る
事
業
場
（
以
下
「
申
請
事
業

「
申
請
事
業
場
」
と
い
う
。
）
の
保
安
管
理
業
務
に
従
事
す
る
者
（

場
」
と
い
う
。
）
の
保
安
管
理
業
務
に
従
事
す
る
者
（
以
下
「
保
安

以
下
「
保
安
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
前
号
イ
及
び
ロ
の
要
件

業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
前
号
イ
及
び
ロ
の
要
件
に
該
当
し
て

に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

ロ
～
へ

（
略
）

ロ
～
へ

（
略
）

第
五
十
三
条

第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

第
五
十
三
条

第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

る
者
は
、
様
式
第
四
十
三
の
保
安
管
理
業
務
外
部
委
託
承
認
申
請
書
に
次

式
第
四
十
三
の
保
安
管
理
業
務
外
部
委
託
承
認
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添

の
書
類
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
の
申
請

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
の
申
請
が
次
の
各
号

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば

の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
承

、
同
項
の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
の
職
務
を
誠
実
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

３

第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
前
条

な
い
。
ま
た
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
の
保
安
業
務
従

第
一
号
の
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
電
気
管
理
技
術
者
」
と
い
う
。

事
者
に
そ
の
職
務
を
誠
実
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
及
び
前
条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
電
気
保
安
法
人
」

一

第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
前

と
い
う
。
）
並
び
に
保
安
業
務
従
事
者
は
、
そ
の
職
務
を
誠
実
に
行
わ
な
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条
第
一
号
の
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
電
気
管
理
技
術
者
」
と
い

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
電
気
保
安
法
人
は
、
そ
の
保
安
業
務
従
事
者

う
。
）

に
そ
の
職
務
を
誠
実
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
前

条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
電
気
保
安
法
人
」
と
い
う

。
）

三

第
五
十
二
条
第
三
項
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
前

条
第
一
号
の
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
ダ
ム
水
路
管
理
技
術
者
」

と
い
う
。
）

四

第
五
十
二
条
第
三
項
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
う
ち
前

条
第
二
号
の
要
件
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
ダ
ム
水
路
保
安
法
人
」
と

い
う
。
）

五

保
安
業
務
従
事
者

４

第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認

４

第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
事
業

に
係
る
事
業
場
の
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
を
確
保

場
の
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
の
保
安
を
確
保
す
る
に
当
た

す
る
に
当
た
り
、
そ
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
意
見
を
尊
重

り
、
そ
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
の
相
手
方
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
次
の

た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ダ
ム
水
路
管
理
技
術
者
又
は
ダ
ム
水
路
保
安
法
人
が
、
第
五
十
二
条

（
新
設
）

第
三
項
の
承
認
に
係
る
委
託
契
約
に
よ
ら
な
い
で
保
安
管
理
業
務
を
行

っ
た
と
き
。

四

電
気
管
理
技
術
者
及
び
電
気
保
安
法
人
、
ダ
ム
水
路
管
理
技
術
者
及

三

電
気
管
理
技
術
者
、
電
気
保
安
法
人
又
は
保
安
業
務
従
事
者
が
第
三

び
ダ
ム
水
路
保
安
法
人
並
び
に
保
安
業
務
従
事
者
が
第
三
項
の
規
定
に

項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

違
反
し
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受

四

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
二
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。

け
た
と
き
。
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第
五
十
三
条
の
二

第
五
十
二
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

第
五
十
三
条
の
二

第
五
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
様
式
第
四
十
四
の
主
任
技
術
者
兼
任
承
認
申
請
書
に
次
の
書

す
る
者
は
、
様
式
第
四
十
四
の
主
任
技
術
者
兼
任
承
認
申
請
書
に
次
の
書

類
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第

（
第

条
関
係
）

様
式
第

（
第

条
関
係
）

43

53

43

53

保
安
管
理
業
務
外
部
委
託
承
認
申
請
書

保
安
管
理
業
務
外
部
委
託
承
認
申
請
書

年

月

日

年

月

日

殿

殿

住

所

住

所

氏

名
（
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

印

氏

名
（
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

印

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第

条
第

項
又
は
第

項
の
規
定
に
よ
り
承
認

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第

条
第

項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
い

52

2

3

52

2

を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

の
で
申
請
し
ま
す
。

様
式
第

（
第

条
の

関
係
）

様
式
第

（
第

条
関
係
）

44

53

2

44

53

主
任
技
術
者
兼
任
承
認
申
請
書

主
任
技
術
者
兼
任
承
認
申
請
書

年

月

日

年

月

日

殿

殿

住

所

住

所

氏

名
（
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

印

氏

名
（
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

印

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第

条
第

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

電
気
事
業
法
施
行
規
則
第

条
第

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

52

4

52

3

お
り
主
任
技
術
者
の
兼
任
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

お
り
主
任
技
術
者
の
兼
任
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。


